
〇 国の責務

・学校設置者等及び民間教育保育等事業者がその責務を確実に果たす
ことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備等の
施策を実施

(1) こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置
・教員等の研修
・危険の早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置（相談体制等）

(2) 被害が疑われる場合の措置
・調査
・被害児童の保護

こどもの安全を確保するための措置
（学校設置者等、民間教育保育等事業者（認定事業者））

〇 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律又は
児童福祉法に基づく児童生徒性暴力等を行った教育職員や保育士
の資格管理の厳格化と相まって、効果的にこどもの安全を確保
（文科省・こども家庭庁）

〇 「子供の性被害防止プラン2022」「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の
方針」等を着実に実行するとともに、政府一丸となり、こども・若者の性
被害防止対策を進めるため、
①加害の防止、②相談・被害申告をしやすくする、③被害者支援、
④治療・更生、の４つの観点から、関係府省庁で連携して、
取り組むべき総合的な対策を新たにとりまとめ（関係府省庁）

※（３）性犯罪前科有りのときは、児童対象性暴力等が行われる
おそれありとして、防止措置は必須。
防止措置の内容については、ガイドライン等を検討

性犯罪前科の有無の確認の結果、面談等、児童等からの相談の
内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が
行われるおそれありと認められる場合、児童対象性暴力等の防
止のための措置（教育、保育等の業務に従事させないなど）を
講じなければならない。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等

児童対象性暴力の防止に関する法律案（通称「こども性暴力防止法」）

再犯対策のみならず９割を占める初犯対策・予防策を徹底する。

こども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進

初犯対策

再犯対策
(3) 対象となる性犯罪前科の有無の確認

〇学校設置者等：学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者
民間教育保育等事業者：学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業者

塾などの民間事業者を含め広く事業者の責務を明確化

〇 学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務

・教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努める
・児童対象性暴力等の被害児童等を適切に保護する

現職者も３年以内確認

こども・若者の性被害防止のための総合的対策 各制度の相互補完

○「こども性暴力防止法」を起点として、こども家庭庁が中心となり、政府全体・関係業界を挙げて、こども性暴力防止に向けた施策を総動員
（法的・予算的措置の両面）。総合的な対策を推進。
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● 法務省ホームページに改正刑法等の趣旨・内容周知のためのページを公開し、広報を推進 【法務省】
● 都道府県警察に対し、改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化を指示 【警察庁】

こども・若者の性被害防止のための総合的対策

○ 「子供の性被害防止プラン2022」「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」等を着実に実行するとともに、
政府一丸となり、こども・若者の性被害防止対策を進めるため、
①加害の防止、②相談・被害申告をしやすくする、③被害者支援、④治療・更生、の４つの観点から、
関係府省庁で連携して、取り組むべき総合的な対策を、以下の通り、新たにとりまとめ。

１．加害を防止する取組

〇 改正刑法等の趣旨・内容を広く
国民に周知、厳正な対処

〇 全国で取締りを強化

刑法改正等に伴い「匿名通報事業」
の対象を変更・拡大し、一層の周知

● 「匿名通報事業」の対象を変更・拡大し、運用 【警察庁】

保育所等における虐待防止のため、
通報義務に関し児童福祉法改正を
検討

● 保育所等児童福祉施設、幼稚園・特別支援学校における性犯罪防止対策に係る設備等支援
【こども家庭庁、文部科学省】

⁻ パーテーション等の設置によるこどものプライバシー保護
⁻ 保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる記録等

○学校で性被害防止等を教える

「生命（いのち）の安全教育」 を
全国展開
○小学生・未就学児等を対象としたプ
ライベートゾーン等の啓発の推進

● 「生命（いのち）の安全教育」の普及展開 【文部科学省】
⁻ 「生命（いのち）の安全教育」の更なる拡大のため、特定の都道府県や市区町村においてモデル地域

を設定し、当該域内での全校実施を目指す教育委員会等の普及展開に関する取組を支援する。また、
新たに取り組む学校等が容易かつ効果的に授業を実施しやすいよう、指導過程を解説した動画を作成
し、周知するとともに、webに掲載し活用を促進。

● 小学生・未就学児やその保護者等に対し、「生命（いのち）の安全教育」を活用するなどしてプライベート
ゾーン等の啓発を行うよう、全国こども政策主管課長会議等で周知 【こども家庭庁】

対策の内容

こども性暴力防止法案の提出、教
育・保育業界における対策の促進

● 児童対象性暴力の防止に関する法律案（通称「こども性暴力防止法」）を国会に提出 【こども家庭庁】
● 教育、保育等を提供する場における性被害の防止等の取組の促進 【こども家庭庁、経済産業省、文部科学省】

⁻ 業界における取組を横断的に促進するための先進事例の把握・指針のひな型作成
⁻ 周知・啓発するためのコンテンツの作成・広報
⁻ 教員性暴力等防止法及び改正児童福祉法に基づく取組を引き続き推進
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２．相談・被害申告をしやすくする取組

相談窓口の周知広報の強化、
SNS等による相談の推進

子育て支援の場等を通じた保護者
に対する啓発の推進

児童相談所における相談、保護、通
報等の適切な対応

３．被害者支援の取組

ワンストップ支援センター等の地域
における支援体制の充実

● 全国の児童相談所に対し、性犯罪・性暴力の相談があった際には適切に対応するよう周知 【こども家庭庁】

学校等における支援の充実

医療的支援の充実

● 「学校における教育相談体制充実に係る連絡協議会」を開催し、教育委員会の担当者やスクールカウン
セラー等に対して、性的な被害を受けた児童生徒への対応に係る留意点等を周知 【文部科学省】

法的支援の充実 ● 「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を実施 【文部科学省】
● 法テラスにおける犯罪被害者支援の実施 【法務省】

● 被害者が相談しやすい環境整備の推進 【内閣府、こども家庭庁、関係省庁】
⁻ 性暴力被害者のためのSNS相談等の推進、夜間休日に相談可能なコールセンターの実施
⁻ 児童相談所におけるSNSを活用した相談支援体制の構築
⁻ 相談窓口の周知広報の強化

● ワンストップ支援センター等と医療機関等の関係機関との連携を強化 【内閣府】
● 性犯罪被害者に対し適切な治療・ケアのできる人材を養成する「ＰＴＳＤ対策専門研修」（犯罪・性犯罪
被害者コース）を実施 【厚生労働省】

４．治療・更生に関する取組

性嗜好障害に対する治療、
加害者更生に向けた取組の推進

● 保護者として身に付けることが望ましい知識（性被害のサイン、「記憶の汚染」を避ける等）について、子育て
支援の場等を通じた啓発の推進を、全国こども政策主管課長会議等で周知 【こども家庭庁】

● 被害に遭った際の相談窓口、こどもの写真や動画の撮影・投稿といった情報発信に係る注意ポイント等をまとめ
た保護者向けのリーフレットを作成し、全国の自治体に周知【こども家庭庁】

● 性嗜好障害に関する調査研究を実施 【厚生労働省】
● 再犯防止推進計画等に基づき、性犯罪再犯防止指導や性犯罪再犯防止プログラムの充実を図る 【法務省】

● ワンストップ支援センター等における被害者支援を強化 【内閣府、厚生労働省】
⁻ こども・若者や男性等の多様な被害者への支援や相談対応に係る体制強化を促進
⁻ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和６年４月１日施行）に基づく包括的な支援等

男性・男児の被害者への支援の推
進

● ワンストップ支援センター等における男性・男児の被害者への支援を推進
（男性・男児の性暴力被害者ホットライン（令和５年度に臨時実施）により得られた知見を活用） 【内閣府】
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参考資料



１．学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等
学校設置者等（学校、児童福祉施設等）及び民間教育保育等事業者（学習塾等）について、その教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止

に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を有することを規定
２．学校設置者等が講ずべき措置
学校設置者等が講ずべき措置として以下のものを規定
・ 教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置
・ 教員等としてその業務を行わせる者について、４に掲げる仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認
→ これらを踏まえ、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置（教育、保育等に従事させないこと等）を実施
・ 児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援
３．民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置
・ 内閣総理大臣は、２に掲げる学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について、認定・公表
・ 認定事業者には２に掲げるものと同等の措置実施を義務付け
・ 認定事業者は、認定の表示可能
・ 認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設
４．犯罪事実確認の仕組み等
・ ２及び３の対象事業者が内閣総理大臣に対して申請従事者の犯罪事実を確認する仕組みを創設する。当該仕組みにおいては、対象となる従事者本人も
関与する仕組みとする。

・ 内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった場合、以下の期間における特定性犯罪（痴漢や盗撮等の条例違反を含む）前科の有無について記載した
犯罪事実確認書を対象事業者に交付する。ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知。本人は通知内容の訂正請求が可能

ア 拘禁刑（服役）：刑の執行終了等から20年
イ 拘禁刑（執行猶予判決を受け、猶予期間満了）：裁判確定日から10年
ウ 罰金：刑の執行終了等から10年

・ 犯罪事実確認書等の適正な管理（情報の厳正な管理・一定期間経過後の廃棄等）
５．その他
・ この法律案に定める義務に違反した場合には児童福祉法等に規定する報告徴収等の対象となること等を規定【学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律】
・ 施行後３年後の見直し・検討規定を設ける

法案の趣旨

施行期日

法案の概要

施行期日：公布の日から起算して２年６月を超えない範囲において政令で定める日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の概要

児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教
育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童
対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。
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子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022概要

情勢・課題

新 規 追 加 施 策

・旧プランの６つの柱を維持しつつ、各柱の施策について、今後継続すべき施策に現在の情勢・課題を踏まえた施策を
新たに追加

・今後５年間を目途に現行法を前提として取り組むべき施策を取りまとめ
・進捗状況についてフォローアップを実施

１．児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並びに国際社会との連携の強化
○ 地域の関係機関への情報発信等を通じ、地域の関係機関・団体等の連携・協力による児童の性的搾取等の撲滅に向
けた取組の促進

○ 児童買春等の法令違反のサービス提供が行われないよう、旅行業者等による自己点検や国・地方公共団体による立
入検査を通じた指導の実施

○ 「若年層の性暴力被害予防月間」を実施し、関係府省、地方公共団体、関係団体等と連携・協力し、ＡＶ出演被害、
「ＪＫビジネス」等の若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や被害に遭った場合の相談先の周知を推進

○ 虐待、性的搾取等・性暴力等の分野における取組を取りまとめた「子どもに対する暴力撲滅行動計画」に基づく、関係府省庁
の連携した取組の実施

２．児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び家庭の支援
○ 性犯罪・性暴力の加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないための「生命（いのち）の安全教育」
をはじめとする生命の尊さを学び生命を大切にする教育などの推進

現行プラン

平成29年４月、犯罪対策閣僚会議において、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会までを視野に入れたプラ
ンを決定

旧 プ ラ ン

・加害者との接触を媒介するツール等の普及、多様化等
・SNSに起因する児童買春事犯・児童ポルノ事犯が高水準で推移
・国際社会との連携・情報発信強化の必要性 など

令和４年５月20日 犯罪対策閣僚会議決定
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３．児童の性的搾取等に使用されるツールや場所等に着目した被害の予防・拡大防止対策の推進
○ ＳＮＳ事業者団体の青少年保護活動に参画し、被害実態に関する情報提供を行うとともに、個々の事業者における
自主的な対策強化を促進

○ ＳＮＳ上の不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起のためのメッセージを投稿する取組を
推進するとともに、ＡＩ技術の活用など効果的な手法の導入を検討

○ 官民が連携し、ＡＶ出演被害問題・「ＪＫビジネス」・援助交際等の性的搾取等の根絶を目指し、被害防止に係る
取組を推進

○ 被害場所の実態把握、被害場所に関する分析を実施し、関係府省庁の協力を得て関係団体等へ情報を提供

４．被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進
○ 児童相談所、教育機関、法務局等において面接等に加え、ＳＮＳの活用による相談しやすい環境整備を実施

５．被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生
○ 矯正施設に収容中の性犯罪者等について、矯正施設収容中から医療機関等の医師や社会福祉士等の専門家による面
接を実施し、個々人の特性やニーズに応じた医療機関等による多様な方法、内容による退所後の治療等につなげ、再
犯防止を推進

○ 刑事手続の終了後も、地域社会において性犯罪者に対するカウンセリング等再犯防止に向けた支援が提供されるよ
うにするなど、国と地方公共団体とが連携した性犯罪者の再犯防止対策の推進

○ 仮釈放中の性犯罪者等へのＧＰＳ機器の装着義務付けなど、諸外国の法制度・運用や技術的な知見等を踏まえた所
要の検討を実施

６．児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備・強化
○ 過去40年間の懲戒免職処分歴等の情報検索が可能な「官報情報検索ツール」の更なる活用の促進や児童生徒に対し
て性暴力に及んだ教育職員の原則懲戒免職の徹底

○ 保育士資格について、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例と同様の仕組みを検討するとともに、性
暴力等を行ったベビーシッターに対する業務停止命令等に関する情報を共有・公表する仕組みの構築を検討

○ 教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み（日本版Ｄ
ＢＳ）の導入に向けた検討

○ 児童が対象となる場合を含め、競技者に対する性的意図を持った写真や動画の撮影・流布等によるハラスメントに
ついて、関係団体・関係省庁とも連携しつつ、問題に関する啓発等、防止に向けた取組を推進

○ 子供に対する性被害に対処するための刑事法の整備について、性犯罪に対処するための法整備に関する法制審議会
の審議結果を踏まえた所要の検討を実施 7



本方針に基づく具体的施策は毎年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に記載。毎年度フォローアップを実施し、確実に実行。

【１ 刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用】

〇刑事法改正に係る対応（広報啓発、支援現場職員への研修等）

〇刑事手続の運用に関する検討
〇刑事手続における二次被害の防止・プライバシーの保護

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針（概要）

令和２年６月11日
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

（性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）

➡ 令和２年度～４年度を「集中強化期間」として
性犯罪・性暴力対策の取組を強化。

〇 性犯罪に厳正かつ適切に対処するための刑事法の検討
〇 再犯防止プログラムの拡充
〇 被害申告・相談をしやすい環境の整備（警察、ワンストップ支援センター）
〇 「生命（いのち）の安全教育」の推進、社会全体への啓発 等を着実に実施

一方で、依然、性犯罪・性暴力は深刻な状況であり、対策の更なる強化が必要

経緯 これまでの取組と課題

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行為であり、決して許されない。
「相手の同意のない性的な行為は性暴力である」等の認識を社会全体で共有し、取組を強化していく。

【２ 再犯防止施策の更なる充実と性犯罪・性暴力の予防】

〇再犯防止対策の更なる強化等
〇地方公共団体による再犯防止施策の支援
〇わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止

（教員等・保育士に関する対応、日本版DBSの導入に向けた検討）

性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）

【３ 被害申告・相談をしやすい環境の整備】

〇被害届の即時受理の徹底
〇証拠採取・保管体制の整備
〇捜査段階における二次被害の防止
〇警察における相談窓口の周知や支援の充実
〇ワンストップ支援センターにつながるための体制の強化
〇学校等で相談を受ける体制の強化

【４ 切れ目ない手厚い被害者支援の確立】

〇ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実
（地域の関係機関（警察、医療機関等）との連携強化、対応能力の向上等）

〇医療的支援の更なる充実と専門人材の育成
〇中長期的な支援体制の充実（女性支援新法に基づく中長期的支援等）

〇多様な被害者支援の充実（障害者、男性等を含む様々な被害者への対応）

【５ 教育啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防】

〇発達段階に応じた教育・啓発活動（生命（いのち）の安全教育の推進）

〇社会全体への啓発（若年層の性暴力被害予防月間 等）

【６ 新たな課題等への対応】

〇AV出演被害の防止及び被害の救済
（AV出演被害防止・救済法の周知・広報、相談対応の支援、厳正な取締り等）

〇インターネット上の性暴力等への対応
（違法行為への厳正な対処、児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止等）

〇痴漢撲滅に向けた政策パッケージの確実な実行

〇被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止

※ 第５次男女共同参画
基本計画の目標年度

令和５年３月30日
性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議
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性嗜好障害への対応について

• 「性嗜好障害」は、WHOが定めた国際疾病分類（ICD-10）上、「精神および行動の障害」に位置づけられる。

• ICD-10では、露出症、 窃視症（いわゆる、のぞき症）、小児性愛は「性嗜好障害」に含まれる。

性嗜好障害 (パラフィリア)とは

• 性犯罪者の全てが「性嗜好障害」と位置づけられる訳ではない。

• 「性嗜好障害」を有する者に対しては、性衝動の制御等を目的として、認知行動療法等の考え方を用いた面接

技法を活用すること等が考えられる。

• しかしながら、「性嗜好障害」については、国際的にも確立された治療法や対処法等がなく、十分な実態把握

がされていない。

現状

• 厚生労働科学研究により、以下の取組を実施。

①国内外の「性嗜好障害」に対する治療法や対処法のエビデンスを集積

②国内の「性嗜好障害」の治療を行っている有識者へのヒアリング

• 取り組みの成果は夏を目処に取りまとめ。

取組

9
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性犯罪再犯防止プログラム
本件処分の罪名に、不同意わいせつ（刑法第１７６条）、不同意性交等（刑法第１７７条）、監護者わいせつ及び監護者性交等
（刑法第１７９条）、不同意わいせつ等致死傷（刑法第１８１条）又は強盗・不同意性交等及び同致死（刑法第２４１条）が
含まれる者（未遂を含む。)
本件処分の罪名のいかんにかかわらず、犯罪の原因・動機が性的欲求に基づく者（下着盗、住居侵入等）

対象

対象者の
家族

保
護
観
察
終
了

仮釈放者

導入プログラム コアプログラム
：おおむね２週間に１セッションずつ、全５セッションで構成

メンテナンスプログラム
：問題性に応じて定められた頻度で定期的に面接し実施

保
護
観
察
開
始

刑事施設
における
プログラム
の受講

再発防止計画
の作成

プログラムの目的や
概要の説明
コアプログラムに対
する動機づけ
問題と強みのアセ
スメント

認知行動療法に
基づく指導
再発防止計画の
作成

再発防止計画の点検・見直し（注３）

Ａセッション 性加害のプロセス
Ｂセッション 性加害につながる認知
Ｃセッション コーピング
Ｄセッション 被害者の実情を理解する
Ｅセッション 二度と性加害をしないために

緊急時の指導等

家族プログラム：家族の心身の状況等を踏まえ、実施の有無を検討

家族として必要な知識の付与

性加害のプロセス
性犯罪再犯防止プログラムの内容
家族自身のセルフケア家族のサポート

保護観察
処分少年

（注１、２）

保護観察付
一部猶予者

保護観察付
全部猶予者

（注１）

（注１）コアプログラム受講を特別遵守事項
に定めることが相当である旨の裁判所
の意見が示された者

（注２）１８歳以上の者のうち、必要性
が認められる者

特定の問題性等を有する者への指導等
：共通の指導のみでは対応困難な以下の対象者について、その特性等を踏まえた指導を実施

性加害が嗜癖化している対象者

知的に制約がある対象者等

小児に対する性加害を行った対象者等

刑事施設又は保護観察所のプログラム受講歴がある対象者

少年院
仮退院者
（注２）

（注３）コアプログラム受講者のみセルフチェックシート（注３）
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○ 早期発見のための措置（第17条）
• 定期的な調査等の実施、相談体制の整備

○ 児童生徒性暴力等に対する措置（第18条・第19条）
• 相談を受けた者は学校又は学校の設置者へ通報
（犯罪の疑いがあれば所轄警察署へ速やかに通報）

• 学校は通報等があれば学校の設置者へ直ちに通報
（犯罪と認める場合は所轄警察署に直ちに通報・連携）

• 報告を受けた学校の設置者は専門家の協力を得て自ら
必要な調査を実施

○ 学校に在籍する児童生徒等の保護・支援（第20条）
⇒ 上記の規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒

等と接する業務に従事する者についても準用（第21条）

○ 特定免許状失効者等に対する再授与（第22条）
• 免許状の失効等の原因となった児童生徒性暴力等
の 内容等を踏まえ、改善更生の状況等より再授与
が適当であると認められる場合に限り、都道府県教委
（授与権者）は、免許状の再授与が可能

• 再授与に当たっては、予め、都道府県教育職員
免許状再授与審査会の意見を聴くこと

○ 都道府県教育職員免許状再授与審査会（第23条）
• 都道府県教委に設置
• 組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令
において規定

○ 教育職員等・児童生徒等に対する啓発（第13
条・第14条）

• 教育職員等や養成課程の履修学生への啓発等
• 児童生徒等に対し、何人からも自己の身体を侵害
されてはならないこと等を啓発

○ 特定免許状失効者等に関するデータベース（第７
条・第15条）

• 国によるデータベースの整備、都道府県 教委による
迅速な記録の実施教育職員等の任命権者等によ
る、任命又は雇用の際のデータベースの活用義務

○ 児童生徒性暴力等対策連絡協議会（第16条）
• 関係機関等の連携を図るため、学校・教委・都道府
県警察等により構成

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第57号）概要 ※令和３年６月４日公布

○ 児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的。
○ 「児童生徒性暴力等」などの定義のほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の禁止、基本理念（学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶

等）、文部科学大臣による基本的な指針の作成、児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置（データベースの整備等）、特定免許状失効者等に対する
免許状授与の特例等について規定。

○ 施行日：データベース関係の規定以外は、令和４年４月１日。データベース関係の規定は、令和５年４月１日。

骨 子

児童生徒等：学校に在籍する幼児・児童又は生徒、十八歳未満の者
教育職員等：教育職員、校長（園長）、副校長（副園長）、教頭、

実習助手、寄宿舎指導員
特定免許状：児童生徒性暴力等を行ったことにより、教員免許状が
失効者等 失効又は免許状取上げ処分となった者

児童生徒性暴力等（第２条第３項）：
①児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること、
②児童生徒等にわいせつ行為をすること又はわいせつ行為をさせること、
③刑法第182条(面会要求、自撮り要求等)、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法違反の行為、
④痴漢行為又は盗撮行為、 ⑤児童生徒等に対する悪質なセクハラ
※ 刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。

定 義（ポイント）

教育職員免許法の特例

※令和５年６月23日公布の刑法等一部改正法及び性的姿態撮影等処罰法の規定により令和５年７月13日一部改正

防止に関する措置

基本的
な指針

早期発見・対処に関する措置

○ 児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する、政府の検討及び所要の措置の実施。
○ 法の施行後３年を目途として、法の施行の状況に関する検討及び所要の措置の実施。

法が定める各施策
• 児童生徒性暴力等については原則懲戒免職処分とするべきこと
• データベースには、当面、少なくとも40年間分の記録を蓄積
• 採用希望者が特定免許状失効者等に該当することが判明した場合、
法の基本理念にのっとり、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を実施

○ 各施策を総合的かつ効果的に推進するため文部科学大臣が策定。
（第12条）
※ 作成・変更の際は内閣総理大臣（こども家庭庁）との協議を実施。

○ 法に定める内容の他、右の内容等を明記。
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趣 旨
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和2年6月「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」決定）に基づき、内閣府・文

部科学省が連携し、有識者の意見も踏まえ、「生命（いのち）の安全教育」のための教材及び指導の手引きを作成。これにより、性犯罪・
性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための教育を推進。

「生命（いのち）の安全教育」教材・指導の手引き等について

教材・指導の手引き等の内容

・発達段階に応じた、「生命（いのち）を大切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者にならない」ための教材等を作成
・具体的には、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大
切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付けることをめざす。
・また、各段階に応じたねらいや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指導上の配慮事項、障害のある児童生徒への指
導方法の工夫、保護者への対応等を示した指導の手引きを作成。
・教材動画、教員研修用動画を作成。

【幼児期】
・「水着で隠れる部分」は自分だけの大切なところ
・相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない
・いやな触られ方をした場合の対応 等

【小学校】
・「水着で隠れる部分」は自分だけの大切なところ
・相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない
・いやな触られ方をした場合の対応
・ＳＮＳを使うときに気を付けること（高学年） 等
【中学校】
・自分と相手を守る「距離感」について。
・性暴力とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害の例示）
・性暴力被害に遭った場合の対応 等

【高校】
・自分と相手を守る「距離感」について。
・性暴力とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害、
セクハラの例示）
・二次被害について
・性暴力被害に遭った場合の対応 等

【高校卒業前、大学、一般（啓発資料）】
・性暴力の例、実態
・身近な被害実態
・性暴力が起きないようにするためのポイント
・性暴力被害に遭った場合の対応・相談先 等

（教材の主な内容）（教材の主な内容）

【特別支援教育】
・小学校等向けの教材を活用しつつ、障害の状態を踏まえ教材を工
夫して実施。
・児童生徒の発達段階や障害の状態等に応じた個別指導を実施。

特

各段階の教材・指導の手引き、下記のサイトよりダウンロードできます。教材動画、教員研修用動画も下記サイトより視聴できます。
教育委員会や学校における研修や授業等において、本教材を投影したり配布したりするなどして、御活用いただけます。
文部科学省ホームページ「性犯罪・性暴力対策の強化について」（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
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児童生徒性暴力等を行った保育士の資格管理の厳格化について

第１ 保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針
１ 本指針の目的等
２ 児童生徒性暴力等の定義
３ 国、都道府県、市町村、任命権者等、保育所等の役割

第２ 保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項
１ 児童生徒性暴力等の防止等に関する施策
（１）保育士に対する啓発

（２）保育士養成課程を履修する学生への理解促進
（３）児童及び保護者に対する啓発
２ 保育士による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する施策
（１）早期発見のための措置及び相談体制の整備

（２）保育士による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの措置
（３）保育士登録の取消し
３ 保育士の任命又は雇用に関する施策

（１）データベースの整備及び特定登録取消者に関する情報の記録

（２）保育士を任命又は雇用しようとするときのデータベースの活用等
４ 特定登録取消者に対する保育士の再登録に関する施策
（１）特定登録取消者に対する保育士の再登録
（２）都道府県児童福祉審議会の意見聴取

○ 改正法においては、児童生徒性暴力等を行った保育士の資格管理

の厳格化に関し、以下の事項を規定している。

（１）欠格期間の見直し

（２）児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合について、保育士

登録を取り消さなければならない事由に追加

（３）児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消され

た者及びこれら以外の者のうち保育士登録を受けた日以後に児童

生徒性暴力等を行っていたことが判明した者（以下「特定登録取

消者」という。）に係る保育士資格の再登録制限

（４）保育士を任命し、又は雇用するものによる都道府県知事への報

告義務

（５）特定登録取消者の氏名及び特定登録取消者の登録取消しの事由

等に関する情報に係るデータベースの整備 等

• 令和４年６月に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第66号）により、児童生徒性暴力等を

行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化に関する規定を整備。

※ 資格管理の厳格化に関する改正法の規定は令和５年４月１日施行。データベースに係る規定は令和６年４月１日施行。

• 改正法を踏まえ、都道府県において資格管理の厳格化に関する運用が適切に実施されるよう基本的な考え方等を示すと

ともに、保育士による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒性暴力等への対処に関する施策を総合的か

つ効果的に推進するために基本指針を策定。（令和５年３月27日付けで厚生労働省子ども家庭局長通知として発出、令和６年３月27日改訂）

改正法の内容 基本指針の主な内容
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